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１【提出理由】

　平成28年６月28日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金38円

 

第２号議案　定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更やコーポレート・ガバナン

スの一層の充実という観点から、監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な変更等

を行うものであります。

 

第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件

藤井昌一、青木啓守、川上裕、滝田敦、関勝利、渡邉純一、秋本榮一、森山敏彦、清野秀男、小林健

一、篠﨑清、大久保知宏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

増山晃、竹澤一郎、髙村雄治を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第５号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内とするものでありま

す。

 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。

 

第７号議案　取締役賞与支給の件

 

第８号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

 

EDINET提出書類

藤井産業株式会社(E02747)

臨時報告書

2/3



(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 70,794 93 － （注）１ 可決　99.8

第２号議案 70,769 118 － （注）２ 可決　99.8

第３号議案   －

（注）１

 

藤井　昌一 70,771 116 － 可決　99.8

青木　啓守 70,771 116 － 可決　99.8

川上　裕 70,771 116 － 可決　99.8

滝田　　敦 70,771 116 － 可決　99.8

関　　勝利 70,771 116 － 可決　99.8

渡邉　純一 70,771 116 － 可決　99.8

秋本　榮一 70,771 116 － 可決　99.8

森山　敏彦 70,771 116 － 可決　99.8

清野　秀男 70,771 116 － 可決　99.8

小林　健一 70,771 116 － 可決　99.8

篠﨑　　清 70,771 116 － 可決　99.8

大久保　知宏 70,771 116 － 可決　99.8

第４号議案    

（注）１

 

増山　　晃 70,771 116 － 可決　99.8

竹澤　一郎 70,770 117 － 可決　99.8

髙村　雄治 70,306 581 － 可決　99.1

第５号議案 70,728 158 － （注）１ 可決　99.7

第６号議案 70,764 122 － （注）１ 可決　99.8

第７号議案 70,728 158 － （注）１ 可決　99.7

第８号議案 69,859 1,027 － （注）１ 可決　98.5

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

　　　本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後５時30分までの議決権行使書面提出分及び当日

出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関し

て賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

※賛成の割合は小数点第２位以下を切り捨てて記載しております。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日午後５時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確

認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本

株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ

ん。

以　上
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